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土
砂
等
に
よ
る
土
地
の

　
　
　

埋
立
て
条
例
を
公
布

　

こ
の
条
例
は
、
土
砂
等
に
よ
る
土

地
の
埋
立
て
、
盛
土
に
つ
い
て
必
要

な
規
制
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
災
害

の
発
生
お
よ
び
土
壌
の
汚
染
な
ど
を

未
然
に
防
止
す
る
と
と
も
に
、
生
活

環
境
の
保
全
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
11
月
1
日
に
施
行
し
ま
す
。

条
例
の
適
用
を
受
け
る
事
業

　

土
砂
等
に
よ
る
土
地
の
埋
立
て
、

盛
土
（
一
時
た
い
積
を
含
む
）
を

行
う
事
業
で
、
事
業
区
域
の
面
積

が
5
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場

合
、
ま
た
は
、
搬
入
土
量
が
5
０
０

立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
合
、
本
条

例
の
適
用
を
受
け
、
許
可
申
請
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

▼
例
え
ば

・
農
地
な
ど
を
駐
車
場
や
資
材
置
場

　

な
ど
に
す
る
た
め
に
造
成
工
事

（
地
盤
を
高
く
す
る
こ
と
）
を
行
う

　

場
合

・
農
地
改
良
を
目
的
と
し
た
農
地
の

　

埋
立
て
を
行
う
場
合

・
谷
津
田
な
ど
を
土
砂
等
に
よ
り
埋

　

立
て
す
る
場
合

※
た
だ
し
、
他
法
令
の
規
定
に
よ
る

許
可
ま
た
は
認
可
に
基
づ
き
行
う
事

業
に
関
し
て
は
、
適
用
に
な
ら
な
い

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

事
業
者
・
工
事
施
工
者
の
責
務

　

事
業
者
お
よ
び
工
事
施
工
者
は
、

事
業
に
よ
る
災
害
の
発
生
お
よ
び
土

壌
の
汚
染
な
ど
を
未
然
に
防
止
す
る

た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
事
業
区
域
の
周
辺
住
民
な

ど
に
対
し
、
事
業
の
内
容
を
事
前
に

公
開
し
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
事

業
に
対
す
る
苦
情
な
ど
が
生
じ
た
と

き
は
、
誠
意
を
も
っ
て
対
応
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

土
地
所
有
者
の
責
務

　

土
地
所
有
者
は
、
事
業
が
施
行
さ

れ
る
こ
と
に
よ
る
災
害
の
発
生
お
よ

び
土
壌
の
汚
染
な
ど
の
防
止
を
図
る

た
め
、
適
正
な
維
持
管
理
に
努
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

定
期
的
な
施
工
状
況
の
把
握
（
毎

月
1
回
以
上
）
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
不
適
切
な
事
業
が
施
工

さ
れ
た
場
合
に
は
、
土
地
所
有
者
に

対
し
て
も
勧
告
・
措
置
命
令
が
さ
れ
、

措
置
命
令
に
反
し
た
と
き
は
、
氏
名

が
公
表
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

土
砂
等
の
埋
立
て
な
ど
に
つ
い

て
、
安
易
な
同
意
を
せ
ず
、
事
業
主

な
ど
か
ら
充
分
な
説
明
を
受
け
た
上

で
、
同
意
の
可
否
を
判
断
す
る
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

事
業
者
は
許
可
申
請
の
手
続
き
を

1
．
事
前
協
議

　

申
請
の
前
に
行
う
事
前
協
議
に

は
、
事
業
概
要
お
よ
び
土
砂
の
搬
入

経
路
を
は
じ
め
と
す
る
事
業
計
画
の

詳
細
を
市
に
提
出
す
る
ほ
か
、
周
辺

住
民
お
よ
び
関
係
者
に
説
明
会
な
ど

を
実
施
し
、
周
知
を
図
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。事
前
協
議
の
審
査
期
間
は
、

1
カ
月
半
程
度
を
要
し
ま
す
。

２
．
許
可
申
請

　

許
可
申
請
か
ら
許
可
書
の
交
付
ま

で
は
、
1
カ
月
程
度
を
要
し
ま
す
。

事
業
の
施
行
に
あ
た
っ
て
の
注
意

１
．
事
業
区
域
に
は
、
み
だ
り
に
人

　

が
立
ち
入
る
の
を
防
止
す
る
囲
い

　

を
行
う
こ
と

２
．
交
通
対
策
に
つ
い
て
、
十
分
な

　

処
置
を
す
る
こ
と

３
．
工
事
の
施
工
に
あ
た
っ
て
は
騒

　

音
、
振
動
、
粉
じ
ん
、
土
砂
な
ど
の

　

流
出
な
ど
防
止
対
策
を
す
る
こ
と

４
．
工
事
中
は
、
施
行
管
理
者
を
常

　

駐
さ
せ
、
災
害
事
故
や
被
害
防
止

　

に
特
に
注
意
し
、
万
一
災
害
な
ど

　

が
発
生
し
た
場
合
は
、
責
任
を
も

　

っ
て
解
決
に
あ
た
る
こ
と

違
反
し
た
事
業
者
へ
の
罰
則

１
．
許
可
の
取
消
し

２
．
工
事
の
停
止
、
原
状
回
復
な
ど

本
条
例
施
行
前
の
事
業
に
つ
い
て

　

旧
つ
く
ば
み
ら
い
市
環
境
保
全
条

　

必
要
な
改
善
の
命
令

３
．
2
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
１
０
０

　

万
円
以
下
の
罰
金

例
に
よ
る
許
可
な
ど
を
受
け
た
事
業

に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
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問

　

平
成
21
年
12
月
に
農
業
経
営
基
盤

強
化
促
進
法
が
改
正
さ
れ
、
農
地
を

効
率
的
に
利
用
し
、
面
的
な
集
積
を

促
進
す
る
た
め
、｢

農
地
利
用
集
積

円
滑
化
事
業｣

が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。  

　

市
で
は
、
農
地
利
用
集
積
円
滑
化

事
業
の
う
ち
、
次
の
事
業
を
実
施
し

て
い
ま
す
。　

「
所
有
し
て
い
る
農
地
を
貸
し
た
い
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

考
え
て
い
る
方
へ

【
農
地
所
有
者
代
理
事
業
】

　

農
地
の
所
有
者
の
方
が
、
農
地
利

用
集
積
円
滑
化
団
体
に
対
し
、
農
地

の
貸
し
付
け
に
係
る
委
任
を
し
、
農

地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
が
農
地
所

有
者
の
代
理
と
な
り
、
農
地
の
貸
し

付
け
を
行
う
事
業
で
す
。
農
地
所
有

者
に
と
っ
て
は
、
み
ず
か
ら
貸
付
先

を
探
す
必
要
が
な
く
、
安
心
し
て
農

地
を
任
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
農
地
の
所
有
者
は
、
農
地
の

受
け
手
で
あ
る
耕
作
者
を
指
定
す
る

　

  

つ
く
ば
み
ら
い
市
担
い
手
育
成

総
合
支
援
協
議
会
（
谷
和
原
庁
舎
産

業
経
済
課
内
）☎
58
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問委任

農地利用集積
  円滑化団体

・農地を集約して機
　械を有効に利用し

　
たい。

・規模拡大して安定

　
した経営をしたい。

　

借りたい

協議
調整
・

・
つ
く
ば
み
ら
い
市
担
い
手
育
成
総

　

合
支
援
協
議
会（
産
業
経
済
課
内
）

・
茨
城
み
な
み
農
業
協
同
組
合

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

農
地
を
貸
し
た
い
と
考
え
て
い
る

方
は
、
ぜ
ひ
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・勤めが忙しくて農
　作業ができない。
・後継者がいないの
　で農業をやめたい

　
が農地は売りたく

　
ない。

貸したい


